
第
六
章
 
現
 
 
 



地
方
自
治
が
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
に
第
一
次
地
方
制
度
改
革
が
 
 

実
施
さ
れ
、
つ
づ
い
て
翌
二
十
二
年
、
新
た
な
日
本
国
憲
法
の
地
方
自
治
に
関
す
る
第
八
章
の
条
文
に
基
づ
く
第
二
次
地
方
制
度
改
 
 

革
と
し
て
、
地
方
自
治
法
が
旅
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
特
色
は
①
 
選
挙
権
の
大
幅
な
拡
張
、
◎
 
地
方
自
治
団
体
の
長
 
 

の
直
接
公
選
、
④
 
地
方
議
会
の
権
限
の
拡
張
、
④
 
リ
コ
ー
ル
な
ど
住
民
の
直
接
参
政
権
な
ど
き
わ
め
て
民
主
的
な
仕
組
を
も
っ
 
 

た
も
の
で
、
戦
前
の
中
央
集
権
的
な
地
方
制
度
に
比
す
れ
ば
、
ま
さ
に
画
期
的
な
変
革
で
あ
っ
た
。
 
 
 

同
年
四
月
、
婦
人
に
も
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
第
一
回
の
首
長
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、
鮨
野
町
長
に
選
ば
れ
た
の
は
青
森
斉
 
 

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
現
在
に
至
る
問
の
町
長
は
蓑
6
－
1
－
1
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

同
四
月
に
は
市
町
村
会
な
ど
の
地
方
議
員
選
挙
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
の
議
員
定
数
は
、
地
方
自
治
法
に
人
口
数
に
応
じ
て
規
定
 
 

さ
れ
て
お
り
、
前
年
四
月
の
人
口
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
、
熊
野
町
の
定
数
は
二
二
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
立
候
補
者
数
は
明
ら
 
 

か
で
は
な
い
が
、
選
挙
に
あ
た
っ
て
熊
野
町
で
は
立
会
演
説
会
も
開
か
れ
、
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
と
い
う
謂
氾
結
酔
相
即
㌔
 
 
 

そ
の
後
昭
和
二
十
六
年
四
月
の
改
選
時
に
は
議
員
定
数
削
減
の
試
が
起
こ
り
、
前
月
の
町
議
会
で
四
名
滅
を
可
決
し
、
定
員
は
一
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地
方
自
治
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太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
戦
時
中
に
強
化
さ
れ
て
い
た
中
央
集
権
体
制
が
崩
壊
し
、
新
し
い
ア
メ
リ
カ
型
の
 
 

一
戦
後
の
改
革
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し
、
可
決
成
立
の
結
果
十
二
月
忙
同
法
が
公
布
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
改
正
案
が
き
わ
め
て
不
徹
底
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
国
内
 
 

の
農
民
団
体
な
ど
の
反
対
も
あ
り
、
政
府
ほ
G
H
Q
の
勧
告
に
従
っ
て
自
作
農
創
設
樽
別
措
置
法
案
な
ど
を
制
定
、
本
格
的
な
農
地
 
 

改
革
に
着
手
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
た
だ
ち
に
市
町
村
に
公
選
雪
見
に
よ
る
農
地
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
委
員
会
の
構
成
は
 
 

小
作
五
・
地
主
三
・
自
作
二
の
計
一
〇
名
と
さ
れ
た
。
熊
野
町
に
お
い
て
も
、
小
田
原
千
里
以
下
一
〇
名
が
選
任
さ
れ
て
い
る
。
農
 
 

地
委
員
会
は
買
収
予
定
地
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
審
査
の
う
え
国
家
買
収
地
を
決
定
し
た
。
買
収
、
売
渡
し
は
昭
和
二
十
三
年
中
に
 
 

ほ
ぼ
終
了
し
た
が
、
不
服
地
な
ど
の
審
査
も
あ
り
、
熊
野
町
州
屁
地
委
員
会
は
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
ま
で
委
員
の
交
代
を
見
な
 
 

が
ら
継
続
し
、
同
年
七
月
解
散
し
て
い
る
餓
蝕
躍
幣
熊
野
町
で
開
放
さ
れ
た
農
地
は
表
6
－
1
－
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

戦
後
の
地
方
自
治
の
推
進
、
民
主
化
の
促
進
は
、
警
察
機
構
の
中
央
集
権
的
な
体
制
を
否
定
し
て
、
昭
和
二
十
二
 
 

蓑6－1－1  
自
治
体
警
察
 
 

青森 斉  
光本岩畳  

井上寿三  
城本勝司  
馬上次内  
南特高市  

昭和22年4月～昭和23年11月  

昭和23年11月～昭和25年11月  

昭和25年12月～昭和29年1月  

昭和29年2月～昭和38年4月  

昭和38年5月～昭和44年3月  

昭和44年4月～現在  

第
六
葦
 
現
 
 

年
警
察
法
が
制
定
さ
れ
、
自
治
体
警
察
・
国
家
地
方
警
察
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
自
治
体
警
察
は
人
口
 
 
 

表6－1－2 開放農地面積  

地    目  面  積   

田  72町7反5敵12歩   

州  15町6反9禍15歩   

採 草 地  1町6反4畝12歩   

計  91町9前9歩   

宅   地  5，184坪   

開拓地売渡計画書より作成  

八
名
と
な
っ
た
。
し
か
し
町
の
人
口
増
加
が
著
し
く
な
っ
た
 
 

同
四
十
五
年
、
定
数
二
名
を
復
活
し
て
定
数
二
〇
名
と
し
、
 
 

現
在
に
及
ん
で
い
る
。
 
 

太
平
洋
戦
争
終
結
後
、
日
本
政
府
ほ
民
主
化
 
 
 

農
地
改
革
 
 
政
策
の
重
要
課
題
と
し
て
農
地
改
革
を
実
施
 
 

し
た
。
連
合
国
の
対
日
政
策
の
一
環
と
し
て
、
G
H
Q
（
連
 
 

合
国
軍
［
警
固
司
令
部
）
は
政
府
に
働
き
か
け
て
そ
の
実
施
を
う
 
 

な
が
し
、
政
府
は
こ
れ
に
応
じ
て
、
州
屁
地
調
整
法
改
正
案
 
 

（
第
一
次
農
地
改
革
法
案
）
を
昭
和
二
十
年
十
一
月
議
会
に
提
出
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五
、
0
0
0
人
以
上
の
市
街
的
市
町
村
に
置
か
れ
、
そ
の
他
郡
部
表
は
国
家
地
方
警
察
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
自
治
体
警
 
 

察
は
市
町
村
公
安
委
員
会
の
管
理
下
に
お
か
れ
、
国
家
地
方
警
察
は
国
家
公
安
委
員
会
の
行
政
管
理
と
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
 
 

運
営
管
理
下
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
広
島
県
↑
で
は
、
五
市
三
六
町
一
三
か
村
に
計
五
四
の
自
治
体
警
察
が
設
置
さ
れ
た
 
 

が
、
熊
野
町
に
も
警
察
法
施
行
の
日
を
も
っ
て
昭
和
二
十
三
年
三
月
七
日
、
正
式
に
熊
野
町
警
察
署
が
発
足
し
た
。
同
署
の
定
員
は
 
 

三
名
（
警
察
長
妄
・
巡
査
部
長
二
名
・
巡
査
五
名
・
一
般
職
員
四
条
で
あ
っ
た
窮
報
琴
 
 
 

し
か
し
自
治
体
警
察
に
つ
い
て
ほ
、
小
規
模
地
方
自
治
体
の
場
合
、
警
察
力
の
弱
体
化
の
問
題
と
警
察
維
持
費
を
め
ぐ
る
財
政
的
 
 

理
由
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
反
対
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
D
そ
の
1
戦
後
の
不
況
、
社
会
不
安
が
重
な
っ
て
警
察
警
備
力
の
強
化
を
要
 
 

請
す
る
声
が
高
ま
っ
た
。
広
島
県
に
お
い
て
も
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
の
日
本
製
鋼
所
広
島
工
場
で
多
数
の
工
員
の
人
員
整
理
に
関
 
 

し
て
発
生
し
た
大
争
議
は
全
国
的
な
注
目
を
集
め
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
勢
は
自
治
体
警
察
廃
止
の
声
を
た
か
め
る
こ
と
に
な
っ
 
 

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
同
二
十
六
年
六
月
警
察
法
が
改
正
さ
れ
、
「
人
口
五
、
0
0
0
人
以
上
の
市
街
的
市
町
村
は
、
住
 
 

民
投
票
に
よ
り
警
察
の
存
廃
を
自
由
に
で
き
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。
熊
野
町
も
県
下
四
五
か
町
村
と
と
も
に
町
会
の
議
決
を
経
て
住
 
 

民
投
票
を
行
な
い
、
自
治
体
警
察
を
廃
止
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
こ
う
し
て
自
治
体
警
察
は
、
発
足
後
僅
か
数
年
で
姿
を
消
す
こ
 
 

と
に
な
り
、
同
年
十
月
盲
国
家
地
方
警
察
安
芸
地
区
警
察
署
（
同
二
十
九
年
七
月
海
田
市
警
察
署
と
改
称
し
た
）
の
管
轄
に
入
る
こ
と
と
 
 

な
り
、
熊
野
町
に
は
警
部
補
派
出
所
が
置
か
れ
た
鯛
。
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口
は
、
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
ご
ろ
か
ら
年
三
、
0
0
0
人
前
後
の
人
口
が
着
実
に
増
加
し
 
 

た
。
こ
の
こ
と
は
県
営
熊
野
団
地
な
ど
の
造
成
や
、
広
島
市
の
大
都
市
化
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ま
で
の
農
村
 
 

的
性
格
の
濃
い
熊
野
町
を
、
宅
地
化
が
急
激
に
進
展
す
る
市
街
的
な
町
に
変
貌
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
熊
野
町
の
発
展
は
、
町
域
の
 
 

適
正
な
容
量
を
超
え
る
憤
向
を
生
じ
た
。
そ
の
た
め
熊
野
町
の
行
政
に
と
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
課
題
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
う
し
た
状
況
に
応
じ
て
、
熊
野
町
は
昭
和
四
十
八
年
（
完
七
三
）
、
昭
和
」
ハ
十
年
（
一
九
八
五
）
を
目
標
と
し
た
総
合
的
な
「
熊
 
 

野
町
整
備
基
本
計
画
」
を
策
定
し
た
。
こ
の
基
本
計
画
策
定
に
際
し
て
の
最
大
の
課
題
は
、
「
広
島
都
市
圏
の
都
市
化
の
圧
力
を
う
 
 

け
て
、
熊
野
町
の
土
地
利
用
に
混
乱
を
生
じ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、
環
境
の
よ
い
、
住
み
ょ
い
田
園
住
宅
地
を
め
ざ
す
 
 

熊
野
町
の
将
来
へ
の
目
標
に
向
か
っ
て
、
総
合
的
な
土
地
利
用
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
町
役
場
庁
舎
の
改
築
、
中
・
小
学
校
な
ど
の
学
校
教
育
施
設
の
整
備
、
中
央
・
西
公
民
館
な
ど
の
社
会
教
育
施
設
の
開
 
 

設
そ
の
他
各
種
公
共
施
設
が
と
と
の
え
ら
れ
て
釆
た
が
、
総
合
的
な
将
来
計
画
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
将
来
の
公
共
施
 
 

設
の
配
置
に
つ
い
て
も
熊
野
町
の
将
来
像
を
画
い
て
構
想
す
る
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
た
。
土
地
利
用
計
画
ほ
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
 
 

ょ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
整
備
基
本
計
画
で
は
、
熊
野
町
の
将
来
の
人
口
推
移
を
図
6
1
－
1
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
六
十
 
 
 

熊
野
町
整
備
基
本
計
画
 
 

第
六
茸
 
現
 
 
 
代
 
 

二
 
熊
野
町
制
の
展
開
 
 

後
に
本
章
第
三
節
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
停
滞
憤
向
に
あ
っ
た
熊
野
町
の
人
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人
0
0
 
 
∽
 
 
 

．
 
 

〇
 
 

画
の
見
直
し
の
作
業
を
行
っ
て
、
昭
和
六
十
五
年
（
l
九
九
〇
）
を
目
標
と
す
る
「
熊
野
町
総
合
基
本
計
画
」
を
策
定
し
た
。
そ
れ
 
 

は
、
無
秩
序
な
市
街
化
の
拡
大
に
伴
い
、
自
然
環
境
や
生
活
環
境
の
悪
化
な
ど
、
町
民
生
活
を
阻
害
す
る
多
く
の
課
題
が
裏
面
化
し
 
 

た
こ
と
、
経
済
構
造
が
高
度
成
長
か
ら
低
成
長
の
時
代
へ
質
的
な
転
換
を
し
っ
つ
あ
る
こ
と
、
町
民
の
価
値
観
も
大
き
く
変
化
し
、
 
 

生
産
・
開
発
優
先
か
ら
生
活
・
保
全
優
先
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

総
合
基
本
計
画
の
目
標
は
「
1
 
静
か
で
心
安
ま
る
緑
の
町
 
2
 
健
康
で
し
あ
わ
せ
に
暮
せ
る
町
 
3
 
豊
か
な
心
が
育
つ
教
 
 

育
と
文
化
の
町
 
4
 
筆
産
業
が
栄
え
ふ
る
さ
と
づ
く
り
の
進
む
町
」
と
し
て
の
熊
野
町
の
実
現
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
い
た
ず
ら
な
人
口
の
膨
張
を
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
目
標
年
次
で
あ
 
 

る
昭
和
六
十
五
年
の
人
口
を
二
万
八
〇
〇
〇
人
を
限
度
と
す
る
こ
と
に
改
め
、
こ
れ
以
上
の
増
加
を
で
き
る
だ
け
抑
制
す
る
こ
と
と
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政
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園6【l－1 人口推移の想定  

年
（
一
九
八
五
）
に
人
口
三
万
三
〇
〇
〇
名
に
達
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
 
 

当
時
の
実
際
の
推
計
よ
り
も
若
干
高
め
に
見
積
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
都
市
基
 
 

盤
施
設
や
生
活
環
境
施
設
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
地
域
 
 

か
ら
の
人
口
の
転
入
を
見
込
む
目
標
値
と
し
て
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
未
来
図
に
対
応
し
て
、
道
路
交
通
や
上
下
水
道
計
画
を
構
想
し
、
地
 
 

場
産
業
の
振
興
、
生
活
環
境
施
設
の
整
備
、
宅
地
開
発
の
規
制
を
誘
導
な
ど
を
図
る
 
 

こ
と
と
し
、
さ
ら
に
都
市
計
画
区
域
と
農
業
振
興
地
域
の
設
定
を
進
め
る
こ
と
と
し
 
 

響
 
 

て
い
る
呉
潤
醍
 
 

熊
野
町
総
合
基
本
計
画
 
 

さ
き
の
「
熊
野
町
整
備
基
本
計
画
」
を
策
定
後
七
年
を
 
 

隔
て
て
、
熊
野
町
は
昭
和
五
十
五
年
右
の
整
備
基
本
計
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六
章
 
現
 
 
 
代
 
 

し
て
い
る
。
ち
な
み
に
本
計
画
の
策
定
さ
れ
た
昭
和
五
十
五
年
の
人
口
は
約
二
万
四
〇
〇
〇
人
で
あ
り
、
さ
き
の
整
備
基
本
計
画
に
 
 

お
け
る
同
年
の
想
定
人
口
三
万
人
を
可
な
り
下
回
っ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
に
人
口
抑
制
に
つ
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
 
 

と
は
、
新
し
い
基
本
計
画
が
、
拡
大
よ
り
も
町
民
生
活
の
内
容
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
根
本
的
な
理
念
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
 
 

え
ノ
0
 
 施

策
の
柱
は
、
Ⅲ
 
土
地
利
用
 
伺
 
市
街
地
の
空
地
の
確
保
 
川
 
道
路
 
叫
 
防
災
 
囲
 
上
水
道
 
㈲
 
下
水
道
 
∽
 
 

保
健
衛
生
 
㈲
 
社
会
福
祉
 
㈱
 
同
和
対
策
 
㈹
 
地
場
産
菜
「
く
ま
の
の
筆
」
㈹
 
是
業
 
㈹
 
教
育
文
化
 
姻
 
ス
ポ
ー
 
 

ツ
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
 
㈹
 
行
財
政
 
摘
 
広
域
行
政
 
㈹
 
町
民
並
び
に
国
・
県
及
び
民
間
企
業
へ
の
期
待
と
誠
に
多
岐
に
 
 

わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
ま
た
行
政
当
局
と
し
て
、
町
民
生
活
に
対
L
て
き
め
の
細
か
い
心
配
り
を
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
当
 
 

然
の
結
果
で
あ
っ
た
。
 
 
 

土
地
利
用
計
画
は
、
多
く
の
施
策
の
柱
の
中
で
も
、
基
本
的
歪
要
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
「
現
在
の
自
然
的
利
用
が
な
さ
れ
て
い
 
 

る
土
地
は
、
そ
の
ま
ま
保
全
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
や
む
を
得
ず
他
の
用
途
に
転
換
す
る
場
合
は
、
周
辺
の
環
境
に
与
え
る
影
響
 
 

を
充
分
配
慮
し
な
が
ら
慎
重
に
行
う
も
の
と
す
る
」
と
い
う
方
針
に
も
そ
の
点
は
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
市
街
地
の
空
地
の
 
 

確
保
と
い
う
柱
を
た
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
土
地
利
用
計
画
図
（
総
合
基
本
計
画
の
 
 

場
合
は
土
地
利
用
構
想
図
）
も
新
し
い
基
本
計
画
の
場
合
は
可
な
り
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
 
 
 

道
路
・
上
下
水
道
・
廃
棄
物
処
理
態
勢
、
そ
の
他
の
多
面
的
な
計
画
は
よ
り
現
実
的
、
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
中
に
は
さ
ま
 
 

ぎ
ま
な
障
害
や
困
難
が
前
途
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
「
熊
野
町
総
合
基
本
計
画
」
は
そ
れ
ら
を
克
服
し
 
 

て
「
文
化
の
香
り
高
い
心
豊
か
な
新
し
い
ふ
る
さ
と
熊
野
」
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
語
合
。
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け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

昭
和
二
十
年
代
は
、
地
方
行
財
政
制
度
の
全
般
的
な
改
正
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
後
の
基
本
的
な
枠
組
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
時
期
で
 
 

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
前
の
「
官
治
的
地
方
自
治
」
が
否
定
さ
れ
、
新
ら
し
い
民
主
主
義
体
制
の
基
盤
と
し
て
の
地
方
自
治
制
度
 
 

を
琴
つ
け
る
も
の
と
し
て
の
財
政
制
度
の
確
立
が
意
図
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
一
連
の
わ
が
国
の
行
財
政
制
度
の
民
主
化
 
 

過
程
に
お
い
て
、
地
方
税
制
に
最
初
の
改
正
が
み
ら
れ
る
の
が
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
で
あ
る
。
旧
来
の
中
央
集
権
的
な
還
付
 
 

税
制
が
廃
止
さ
れ
、
地
方
に
独
立
税
制
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
改
定
は
、
市
町
村
税
の
レ
ベ
ル
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、
市
 
 

町
村
に
お
い
て
は
、
付
加
税
、
配
付
税
、
補
助
金
な
ど
の
形
で
戦
前
の
名
残
が
存
続
し
て
い
る
。
市
町
村
レ
ベ
ル
に
お
け
る
財
政
制
 
 

度
の
根
本
的
改
変
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
そ
っ
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
八
月
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
実
施
）
は
、
地
方
税
制
が
わ
が
国
で
は
じ
め
て
独
立
税
化
 
 

さ
れ
、
日
本
国
憲
法
の
理
念
に
そ
っ
た
地
方
自
治
制
に
対
応
す
る
地
方
自
治
体
の
物
的
基
鞋
を
確
立
し
ょ
う
と
す
る
意
図
を
、
明
示
 
 

し
た
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
わ
が
国
の
地
方
税
・
財
政
制
度
の
基
本
的
あ
り
方
が
固
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
第
一
に
 
 

第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 

戦
後
地
方
財
政
制
度
の
確
立
と
変
化
 
 

三
 
財
 
 

1
 
戦
後
の
地
方
財
政
制
度
 
 
 

わ
が
国
の
戦
後
に
お
け
る
地
方
財
政
制
度
は
、
昭
和
二
十
年
代
、
三
十
年
代
前
半
、
三
十
 
 

年
代
後
半
、
四
十
年
代
（
石
油
シ
ョ
ッ
ク
ま
で
）
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
を
含
む
五
十
年
代
に
分
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推
移
に
は
所
期
の
意
図
が
充
分
に
実
現
さ
れ
た
と
ほ
い
い
が
た
い
面
が
多
い
。
 
 

琴
一
に
は
、
地
方
財
政
調
整
制
度
の
導
入
が
あ
っ
た
。
地
方
自
治
体
ご
と
の
財
政
上
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
全
国
的
視
野
に
立
っ
て
 
 

調
整
す
る
べ
く
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
（
昭
和
二
十
八
年
度
ま
で
）
と
そ
の
後
そ
れ
に
替
え
た
地
方
交
付
税
制
度
で
あ
る
。
と
く
 
 

に
、
前
者
は
、
地
方
財
源
の
徹
底
的
な
調
整
と
完
全
な
保
障
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
画
期
的
と
も
い
え
る
制
度
と
し
て
期
待
さ
 
 

れ
た
が
、
国
家
財
政
の
負
担
軽
減
を
主
因
と
し
て
、
後
者
に
切
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
D
そ
の
た
め
に
、
内
容
的
に
も
か
な
り
の
 
 

変
質
が
も
た
ら
さ
れ
地
方
自
治
の
制
約
条
件
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
で
も
こ
の
制
度
は
も
っ
と
も
重
要
な
財
源
保
障
措
置
で
あ
 
 

る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
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歳出（下）  

は
、
地
方
税
制
の
根
幹
と
し
て
、
府
県
 
 

税
に
つ
い
て
ほ
住
民
税
（
府
県
民
税
）
お
 
 

よ
び
事
業
税
が
、
市
町
村
の
段
階
に
お
 
 

い
て
ほ
住
民
税
（
市
町
村
民
税
）
お
よ
び
 
 

固
定
資
産
税
が
、
中
心
と
さ
れ
た
。
こ
 
 

れ
に
よ
っ
て
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
の
税
 
 

制
の
自
主
性
を
強
化
し
、
地
方
自
治
の
 
 

財
政
面
か
ら
の
確
立
が
期
待
さ
れ
た
の
 
 

で
あ
る
。
し
か
L
、
実
際
面
で
は
、
市
 
 

町
村
税
制
は
、
府
県
税
に
比
較
し
て
相
 
 

対
的
に
非
弾
力
的
で
あ
り
、
そ
の
後
の
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囲6－1－3 熊野町昭和26年旺予罰職入（右）、滝川代ん）の一部  

と
こ
ろ
が
、
他
面
で
、
こ
の
よ
う
な
戦
後
民
主
主
義
に
と
も
な
っ
 
 

た
税
・
財
政
制
度
の
変
化
は
、
国
民
と
り
わ
け
農
民
の
税
負
担
を
加
 
 

重
に
す
る
方
向
に
作
用
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
中
で
、
昭
和
二
 
 

十
年
代
の
中
葉
に
は
、
全
国
的
に
「
税
金
闘
争
」
が
展
開
さ
れ
た
。
 
 
 

昭
和
二
十
年
代
後
半
に
は
、
朝
鮮
戦
争
（
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
 
 

〇
）
六
月
～
同
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
七
月
）
を
契
機
と
し
た
特
需
ブ
 
 

ー
ム
に
よ
る
日
本
資
本
主
義
経
済
の
復
活
、
こ
れ
忙
対
応
し
て
し
だ
 
 

い
に
政
治
的
な
再
編
成
が
進
ん
だ
。
内
外
の
諸
条
件
の
変
化
に
、
 
 

米
・
日
の
基
本
的
政
策
の
変
化
、
い
わ
ゆ
る
「
逆
コ
ー
ス
」
現
象
が
 
 

顕
著
と
な
り
、
地
方
自
治
制
度
や
地
方
財
政
制
度
に
も
大
き
な
変
化
 
 

が
あ
ら
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
自
治
体
警
察
は
府
県
警
制
へ
と
一
本
 
 

化
（
昭
和
二
十
三
年
市
町
村
の
自
治
体
警
察
と
国
家
地
方
警
察
の
二
本
立
、
 
 

昭
和
二
十
九
年
自
治
体
警
察
は
都
道
府
県
警
察
に
改
組
）
、
教
育
長
お
よ
び
 
 

教
育
委
員
は
そ
れ
ぞ
れ
文
部
省
お
よ
び
自
治
体
首
長
の
任
命
制
へ
と
 
 

切
り
替
え
ら
れ
た
（
昭
和
三
十
一
年
）
。
平
衡
交
付
金
制
度
が
地
方
交
 
 

付
税
制
度
に
移
行
（
昭
和
二
十
九
年
度
）
し
た
の
も
、
こ
の
時
期
で
あ
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第
六
章
 
現
 
 
 
代
 
 

っ
た
。
国
の
地
方
に
対
す
る
機
関
委
任
事
務
は
、
ふ
た
た
び
し
だ
い
に
拡
大
す
る
方
向
に
向
か
い
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
地
方
自
 
 

治
体
の
歳
入
に
占
め
る
国
庫
支
出
金
の
比
重
も
増
大
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
方
自
治
制
度
や
財
政
制
度
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
 
 

大
部
分
が
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
精
神
か
ら
は
離
れ
る
方
向
に
沿
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
内
容
的
に
形
骸
化
す
る
作
用
を
も
っ
て
 
 

い
た
。
 
 

こ
の
よ
う
な
地
方
の
行
財
政
の
内
容
的
な
改
変
の
進
む
中
で
、
昭
和
三
十
年
 
 
全
国
的
な
財
政
危
機
か
ら
高
度
成
長
期
の
財
政
へ
 
 

前
後
に
は
、
全
国
的
に
戦
後
最
初
の
大
規
模
な
地
方
財
政
の
危
機
が
表
面
化
 
 

し
た
。
全
国
各
地
で
自
治
体
の
行
財
政
の
整
理
、
合
理
化
、
人
員
削
減
等
が
実
施
さ
れ
、
地
方
財
政
の
再
建
が
大
き
な
社
会
的
問
題
 
 

と
な
っ
て
い
っ
た
。
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
の
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
は
、
中
央
（
自
治
庁
）
の
承
認
を
え
ら
れ
た
「
財
政
 
 

再
建
計
画
」
 
に
よ
っ
て
地
方
の
新
規
事
業
や
昇
給
が
制
限
さ
れ
た
り
中
央
集
権
化
を
促
進
し
た
り
す
る
方
向
で
、
機
能
を
強
め
た
。
 
 

当
時
の
全
国
各
地
で
多
く
み
ら
れ
た
町
村
合
併
（
第
二
次
町
村
合
併
）
や
小
中
学
校
の
統
合
、
新
増
設
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
行
財
政
 
 

上
の
動
向
と
深
く
か
か
わ
っ
て
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
 
 
 

昭
和
三
十
年
代
は
、
ま
た
、
他
面
で
は
、
高
度
経
済
成
長
の
は
じ
ま
り
と
も
重
な
っ
た
。
三
十
年
代
の
前
半
は
、
主
と
し
て
わ
が
 
 

国
の
既
存
の
工
業
地
帯
に
お
け
る
、
第
二
次
産
業
を
中
心
と
す
る
産
業
の
成
長
が
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
を
中
心
と
し
て
、
 
 

し
だ
い
に
税
収
入
も
増
加
の
傾
向
に
移
り
、
財
政
状
況
も
そ
の
危
機
を
脱
し
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
全
国
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
過
 
 

密
・
過
疎
化
の
現
象
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
に
お
け
る
経
済
や
財
政
の
ア
ソ
バ
ラ
ン
ス
が
目
立
つ
よ
う
に
も
な
っ
た
。
 
 
 

昭
和
三
十
年
代
後
半
（
一
九
六
〇
年
代
前
半
）
に
は
、
全
国
総
合
開
発
計
画
（
三
十
七
年
）
、
新
産
業
郡
市
建
設
促
進
法
（
同
上
）
、
工
業
 
 

整
備
特
別
地
域
整
備
促
進
法
（
三
十
九
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
全
国
各
地
に
い
わ
ゆ
る
拠
点
間
売
方
式
に
よ
る
地
域
開
発
が
活
発
化
し
 
 

た
。
つ
ま
り
、
各
地
方
で
は
、
大
企
業
を
中
心
と
し
た
工
場
誘
致
、
中
央
政
財
界
へ
向
け
た
陳
情
合
戦
な
ど
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
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も
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
た
わ
が
国
資
本
主
義
は
、
鉄
鋼
・
石
油
∵
化
学
・
機
械
工
業
な
ど
の
重
化
学
工
業
を
中
心
と
し
た
未
曽
 
 

有
の
高
度
経
済
成
長
を
誇
る
こ
と
と
な
り
、
中
央
・
地
方
の
財
政
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
昭
和
三
十
 
 

年
前
後
の
地
方
財
政
再
建
問
題
も
こ
の
高
度
成
長
に
と
も
な
っ
て
一
応
の
解
決
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
ま
た
 
 

新
た
な
財
政
上
の
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
企
業
の
急
激
な
成
長
や
人
口
の
急
増
に
と
も
な
っ
た
都
 
 

市
間
題
や
公
害
環
境
問
題
の
激
化
、
他
方
で
は
急
速
な
人
口
流
出
に
と
も
な
う
過
疎
化
の
進
行
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
こ
 
 

と
が
財
政
面
で
も
、
都
市
と
農
村
の
そ
れ
ぞ
れ
に
別
々
の
形
の
財
政
的
諸
問
題
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
地
方
行
・
財
政
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
中
央
集
権
化
が
進
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
 
 

り
わ
け
、
昭
和
三
十
九
、
四
十
年
の
高
度
経
済
成
長
に
入
っ
て
最
初
の
経
済
不
況
が
あ
ら
わ
れ
た
後
、
つ
ま
り
昭
和
四
十
年
代
に
お
 
 

い
て
は
、
こ
の
傾
向
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
か
ら
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
っ
た
同
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
ご
ろ
の
間
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
資
本
の
不
足
 
 

が
問
題
と
な
り
、
ま
た
過
密
過
疎
の
弊
害
が
い
っ
そ
う
社
会
問
題
化
し
、
公
共
投
資
の
先
行
に
よ
る
「
地
域
づ
く
り
・
衝
づ
く
り
の
 
 

時
代
」
が
お
と
づ
れ
た
。
国
債
や
地
方
債
の
大
量
発
行
に
よ
る
景
気
刺
激
策
が
、
こ
の
時
期
の
中
央
・
地
方
に
共
通
し
た
財
政
政
策
 
 

の
基
調
と
し
て
定
着
化
し
て
い
っ
た
。
 
 
 

高
度
経
済
成
長
期
を
通
じ
て
国
と
地
方
の
財
政
関
係
に
も
全
体
と
し
て
中
央
集
権
化
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
中
央
の
経
済
 
 

政
策
の
一
環
と
し
て
の
地
方
の
機
関
委
任
事
務
が
し
だ
い
に
多
く
な
り
、
地
方
交
付
税
や
国
庫
支
出
金
等
の
依
存
財
源
の
占
め
る
割
 
 

合
が
大
き
く
な
っ
た
。
中
央
主
導
な
い
し
中
央
依
存
型
の
地
域
開
発
が
主
流
と
な
り
、
そ
れ
に
沿
っ
た
形
で
の
地
方
財
政
運
営
の
方
 
 

法
が
一
般
化
し
て
き
た
。
企
業
誘
致
、
資
本
蓄
積
を
促
進
す
る
税
財
政
構
造
、
地
方
財
政
の
「
企
業
化
」
、
広
域
行
政
化
等
の
行
・
 
 

第
一
節
 
行
 
財
 
政
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わ
が
国
の
そ
れ
ま
で
の
重
厚
長
大
型
の
重
化
学
工
業
を
中
核
と
し
た
素
材
型
の
産
業
構
造
を
、
 
 

構
造
不
況
業
種
竺
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
経
済
の
成
長
率
は
、
急
速
に
下
落
し
、
設
備
投
資
は
行
な
わ
れ
な
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
 
 

低
成
長
経
済
の
時
代
に
突
入
し
て
い
っ
た
。
戦
後
は
じ
め
て
の
長
期
に
わ
た
る
不
況
の
継
続
す
る
中
で
、
中
央
地
方
の
財
政
は
、
か
 
 

っ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
難
問
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
財
政
収
入
の
停
滞
な
い
し
落
ち
込
み
、
異
常
な
物
価
高
（
い
わ
ゆ
る
 
 

ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
）
と
そ
の
下
で
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
財
政
需
要
の
増
大
、
財
政
危
機
の
新
た
な
 
 

展
開
の
時
代
が
ふ
た
た
び
到
来
し
た
。
中
央
・
地
方
を
と
わ
ず
大
量
の
公
債
発
行
や
財
政
支
出
の
徹
底
し
た
削
減
、
福
祉
関
係
や
給
 
 

与
・
人
件
費
等
の
見
直
し
に
よ
る
財
政
合
理
化
が
せ
ま
ら
れ
て
い
っ
た
。
他
方
、
さ
ま
ぎ
ま
な
公
共
料
金
や
税
金
等
に
よ
る
増
収
策
 
 

も
行
な
わ
れ
、
「
財
政
の
健
全
化
」
を
確
保
す
る
方
向
が
各
地
で
追
求
さ
れ
た
。
国
際
的
な
不
況
桟
道
の
な
か
で
、
一
部
の
先
端
産
 
 

業
や
自
動
車
産
業
等
を
除
い
て
、
全
般
的
に
内
外
の
景
気
回
復
の
気
運
は
な
か
な
か
見
通
せ
ず
、
そ
の
こ
と
が
地
方
財
政
に
つ
い
て
 
 

も
暗
雲
た
ち
こ
め
た
重
苦
し
い
ム
ー
ド
を
残
し
て
、
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 
 
 

第
六
章
 
現
 
 
 
代
 
 

財
政
パ
タ
ー
ン
が
目
立
っ
て
き
た
。
 
 
 

他
方
で
高
度
経
済
成
長
型
の
地
域
開
発
政
策
の
外
に
取
り
残
さ
れ
た
地
方
で
は
、
と
り
わ
け
農
村
地
方
に
お
い
て
は
、
人
口
の
急
 
 

減
、
財
源
難
に
み
ま
わ
れ
、
産
業
経
済
や
財
政
上
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
と
し
て
の
共
同
体
的
な
住
民
生
活
そ
の
も
の
 
 

が
危
機
に
ひ
ん
す
る
ケ
ー
ス
も
、
あ
ち
こ
ち
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
市
部
に
お
い
て
も
、
過
密
化
に
対
応
す
る
社
会
的
問
 
 

題
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
学
校
・
保
育
所
や
幼
稚
蘭
∵
病
院
・
公
園
・
公
共
交
通
機
関
な
ど
の
公
的
施
設
の
必
要
、
ゴ
・
、
、
・
し
尿
な
ど
 
 

の
公
害
環
境
問
題
等
々
、
財
政
需
要
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
る
問
題
が
山
積
し
た
。
地
方
財
政
は
、
高
度
成
長
に
と
も
な
っ
て
新
た
 
 

な
難
問
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
か
か
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 

石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
地
方
財
政
 
 

昭
和
四
十
八
年
（
t
九
七
三
）
と
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
の
二
度
に
わ
た
っ
た
石
油
シ
ョ
ッ
ク
は
、
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万
円
～
四
〇
〇
〇
万
円
台
を
維
持
し
て
い
る
。
全
国
的
な
高
度
経
済
成
長
の
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
九
六
〇
年
代
、
す
な
わ
ち
昭
 
 

和
三
十
年
代
後
半
以
降
か
ら
は
、
熊
野
町
の
財
政
規
模
は
順
調
に
増
加
の
傾
向
を
み
せ
た
。
昭
和
四
十
年
に
は
、
町
の
歳
入
が
は
じ
 
 

め
て
一
億
円
台
に
乗
り
、
年
々
平
均
的
に
五
〇
％
超
の
増
加
を
続
け
て
い
る
。
と
く
に
四
十
年
代
と
り
わ
け
そ
の
前
半
に
お
け
る
財
 
 

政
規
模
の
増
大
ぶ
り
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
財
政
の
規
模
の
増
大
ほ
、
昭
和
四
十
年
代
の
町
人
口
の
急
増
、
全
国
的
な
高
度
経
済
成
 
 

長
の
反
映
と
し
て
の
名
目
所
得
の
増
加
、
中
央
政
府
の
イ
ン
フ
レ
政
策
等
に
起
因
し
た
物
価
上
昇
や
四
十
年
代
後
半
の
狂
乱
物
価
、
 
 

公
共
投
資
の
増
大
な
ど
の
諸
要
因
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
鯖
野
町
に
お
け
る
戦
後
財
政
関
係
の
資
料
と
し
て
ほ
、
昭
和
三
十
年
慶
ま
で
は
熊
野
町
予
算
台
帳
の
予
算
額
（
一
部
決
算
 
 

額
）
、
同
歳
入
出
現
況
表
を
利
用
し
た
。
昭
和
三
十
一
年
度
以
降
は
広
島
県
市
町
村
財
政
概
況
お
よ
び
同
市
町
村
税
の
概
要
に
よ
る
 
 

決
算
額
（
一
部
決
算
見
込
紐
）
を
用
い
て
い
る
。
と
く
に
明
記
し
て
な
い
ば
あ
い
は
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
 
 

て
お
く
。
 
 

れ
に
県
支
出
金
や
国
庫
支
出
金
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
年
代
後
半
で
は
、
シ
ャ
ウ
プ
税
制
を
反
映
し
て
、
独
立
税
 
 

第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 
 

財
政
規
模
 
 

歳
入
の
概
要
 
 絹

野
町
の
吸
後
に
お
け
る
財
政
の
規
模
か
ら
み
れ
ば
、
敗
戦
直
後
の
社
会
的
混
乱
と
戦
後
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
水
ぶ
く
 
 

れ
的
急
増
期
（
昭
和
二
十
年
代
前
半
）
、
そ
の
後
の
一
〇
年
間
は
年
々
若
干
の
増
減
は
み
ら
れ
る
も
の
の
大
体
三
〇
〇
〇
 
 

戦
後
に
お
け
る
熊
野
町
の
歳
入
の
推
移
と
そ
の
主
要
な
構
成
ほ
蓑
6
－
1
－
3
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

昭
和
二
十
年
代
前
半
に
は
主
要
な
歳
入
は
、
戦
前
か
ら
の
附
加
税
を
そ
の
内
容
と
す
る
町
税
が
中
心
で
あ
り
、
こ
 
 

2
 
熊
野
町
に
お
け
る
戦
後
財
政
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第
六
筆
 
硯
 
 

昭吾：23～25－ 31－35｝40－45”50”55卑官 昭和23 25 3135 40 45 50 55年庭  

園6－1－5 熊野町の歳入の年平均   図6∴ト4 熊野町の歳入・歳出  

伸び率 前囲より算出  （決算糎）予算台帳、市  

町村財政概況より作成  

と
し
て
の
町
税
と
、
国
庫
支
出
金
お
よ
び
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
、
寄
附
 
 

金
な
ど
が
主
た
る
歳
入
を
構
成
し
た
。
昭
和
三
十
年
代
は
、
そ
の
前
半
で
 
 

は
、
ふ
た
た
び
町
税
が
歳
入
の
主
要
な
構
成
と
な
り
、
後
半
に
い
た
る
に
 
 

つ
れ
て
地
方
交
付
税
が
増
大
し
て
そ
の
比
重
を
増
加
し
た
。
三
十
年
代
後
 
 

半
以
降
は
、
町
税
収
入
よ
り
も
地
方
交
付
税
収
入
の
方
が
多
く
な
っ
た
。
 
 

昭
和
四
十
年
代
以
降
で
ほ
歳
入
の
主
要
な
構
成
は
、
地
方
交
付
税
、
町
税
 
 

が
双
壁
と
な
り
、
こ
れ
に
町
債
（
地
方
債
）
な
い
し
国
権
支
出
金
が
続
く
パ
 
 

タ
ー
ン
が
、
ほ
ぼ
定
着
し
た
。
 
 
 

町
の
戦
後
に
お
け
る
歳
入
の
構
造
を
性
質
別
に
分
析
し
て
み
る
と
ど
う
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
歳
入
は
、
一
般
財
源
と
特
定
財
源
に
区
別
で
き
る
と
同
時
 
 

に
、
自
主
財
源
と
依
存
財
源
と
い
う
区
別
も
可
能
で
あ
る
。
一
般
財
源
と
 
 

は
そ
の
使
途
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
財
源
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
が
 
 

特
定
財
源
で
あ
る
。
自
主
財
源
と
は
、
原
則
的
に
町
以
外
の
機
関
を
経
由
 
 

し
な
い
収
入
で
あ
り
、
国
庫
や
県
な
ど
を
経
由
し
た
収
入
が
依
存
財
源
で
 
 

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
財
源
と
特
定
財
源
の
区
別
は
そ
の
使
途
の
側
面
 
 

か
ら
、
自
主
財
源
と
依
存
財
源
の
区
別
は
そ
の
収
入
の
側
面
か
ら
み
た
分
 
 

析
で
あ
る
。
財
政
の
独
自
性
、
自
由
度
の
点
か
ら
い
え
ば
、
一
般
財
源
が
 
 

多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
さ
ら
に
自
主
財
源
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
望
ま
し
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表611－3 熊野町の戦後財政収入の推移  

（千円）  

第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 

昭和30年産まで予算彷、昭和35年度以降決算額  
＊1 昭和25年産地方財政平衡交付金 ＊2 昭和21年渡英本財産及楕立金穀収入、  

昭和25年歴公営企業及財産収入 ＊3 昭和21，25，30，35年度雑収入  

熊野町予算台帳および広島県市町村財政概況より作成  
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図6－16 笹野町昭利23年度特別会計  二ら：長入こ右〕歳＝l（左）の一て「；  

l              l  

囲6¶1→8 熊野町の歳入構成（％） 屈61－7 熊野町の歳入構造（百万円）  
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い
こ
と
ほ
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
町
の
歳
入
の
性
質
別
特
徴
は
、
戦
後
一
貫
し
て
ほ
ぼ
六
～
七
割
程
度
が
一
般
財
源
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
、
そ
の
一
般
財
源
の
中
身
と
し
て
は
、
昭
和
三
十
年
代
前
半
ま
で
の
町
税
（
一
般
・
自
主
財
源
）
が
主
要
な
比
重
を
占
め
て
お
り
、
 
 

そ
れ
以
降
ほ
地
方
交
付
税
（
一
般
・
依
存
財
源
）
が
主
要
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
町
の
財
政
規
模
の
増
大
が
著
し
く
な
る
昭
和
三
十
 
 

年
代
以
降
、
地
方
交
付
税
や
、
国
庫
支
出
金
お
よ
び
地
方
債
（
特
定
・
依
存
財
源
）
の
占
め
る
割
合
が
急
激
に
高
ま
り
、
自
主
財
源
の
 
 

占
め
る
ウ
エ
イ
ト
は
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
憤
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
の
歳
入
の
伸
び
率
の
急
増
ほ
、
依
存
財
源
の
増
勢
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
に
 
 

第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 
 

昭利2125 30 35 40 45 50 55年度  

■図6－1－9 熊野町の戦後財政収入（性質別）の  

構成比の推移 表6－1－3より  

作成  

は
、
自
主
・
特
定
財
源
の
一
部
（
繰
越
金
な
ど
）
を
除
い
て
、
軒
並
み
そ
の
伸
び
率
が
鈍
化
 
 

し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

昭和30／25 35／30 40／35 45／40 5仰5 55／50  
年度   

図6－1－10 熊野町の戦後財政収入  

（性質別）の伸び率の推移  

熊
野
町
に
お
 
 
税
収
入
と
地
方
債
 
 

け
る
町
税
収
 
 

入
は
、
敗
戦
直
後
に
は
歳
入
の
八
割
 
 

近
く
を
占
め
て
お
り
、
昭
和
三
十
年
 
 

代
の
前
半
に
も
五
割
程
度
の
比
重
を
 
 

持
っ
て
い
た
。
そ
の
後
の
高
度
成
長
 
 

期
に
お
い
て
は
、
大
体
に
お
い
て
そ
 
 

の
比
重
は
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
傾
向
 
 

に
あ
る
。
町
税
の
主
要
な
構
成
は
、
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表6－1－4 熊野町の税収入額の推移  

第
六
章
 
現
 
 
 

予算額（昭和30年度まで）、以降決算額  

予算創痕および市町村財政概況、市町村税の概要より作成  

昭和2125 30 35 40 ヰ5 50 55年言 昭和2125 3D 35 48 45 50 55年庭  

園6－1－12 熊野町の税収入の年平  図6－†－t】熊野町の町税の推移と  
均伸び率  歳入にしめる比重  

前表より作成  
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表6－1－5 熊野町における地方債現在高の状況  

（千円）  

桓和35年度L 40  45 1 50 1  55  
第
一
蔀
 
行
 
財
 
政
 
 

56，016  
（3．2）   

264，459  
（15．1）   

32，299  
（1二8）  

1，141  
（3．8）   

8，656  
（28．5）   

5，026  
（16．5）   

11，853  
（39．0）  

一般 公 共 事 業 儀  

一般 単 独 事業 債   

公営住宅建設事業債  

義務教育施設整備事業餌   

厚生福祉施設整備車渠費   

災 害 後 旧 事 菜 費  

単独災害復旧事業費  

補助災害復旧事業費   

一般廃棄物処理事業費   

同 和対策事業費   

財 源 対 策 債   

県  貸  付  金  

1，756  
（5．6）   

7，494  
（23，8）  

滝1  

5，581  
（17．7）   

5，954  
（18．9）  

965，758  
（55．1）   

130，205  
（7．4）   

17，113  
（1．0）  

4，100   

13，013   

66，830  
（3．8）   

20，078  
（1．1）  

3，107  
（10．2）  

3，059   2，898   

12，876   9，510  
（6．2） （1．6）  

－  4，427  

（0．8）  

3，107  

こ．．－：・・ニ  
10，700  
（34．0）  

号≡3澗1瑞揺  208，087 （100．0）   
31，485  
（100．0）  30，383 （100．0）  計  A  

＊1昭和35年度は社会及労働施設事業費  ＊2 合計にほその他を含む  

市町村財政概況より作成  
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五
～
四
十
六
年
（
対
前
年
一
〇
％
超
増
）
ま
で
で
、
そ
の
後
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
が
顕
著
と
な
る
昭
和
五
 
 

十
年
（
一
九
七
五
）
こ
ろ
ま
で
は
対
前
年
五
％
超
、
そ
れ
以
降
五
％
以
下
（
昭
和
五
十
二
年
は
例
外
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
間
に
、
町
税
収
入
の
伸
び
は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
こ
ろ
ま
で
対
前
年
増
が
四
〇
％
を
こ
え
る
ほ
ど
の
年
度
（
四
十
五
年
度
）
も
あ
 
 

っ
た
が
、
大
体
三
〇
％
超
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
対
前
年
増
加
率
ほ
二
〇
％
程
度
の
水
準
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
み
 
 

え
る
。
 
 
 

町
税
の
主
要
な
構
成
が
、
町
民
税
と
固
定
資
産
税
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
町
民
税
は
、
さ
ら
に
個
人
分
と
法
人
分
に
 
 
 

現
在
高
が
増
萬
す
る
と
、
そ
の
償
還
の
た
め
の
公
債
費
が
増
大
し
、
後
年
の
財
政
運
営
に
支
障
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
 
 

安
易
に
起
債
に
た
よ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
 
 

億
円
 
 

卜
し
上
 
 

町
人
ロ
の
急
増
と
町
税
 
 

第
六
草
 
現
 
 
 
代
 
 

熊
野
町
内
の
人
口
が
急
増
す
る
の
は
、
熊
野
団
地
が
完
成
す
る
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
か
ら
四
十
 
 

昭和35  40  45  50  55年度  

①一般単独事業債②公営住宅建設事業債  
③叢布教育施設整備事業債  
④災害後旧事業債⑤県貸付金⑥その他  

図6－1－13 熊野町における地方債  

現在高とその内訳  

町
民
税
と
く
に
町
民
税
の
個
人
所
得
割
の
 
 

占
め
る
割
合
が
相
対
的
に
大
き
く
な
り
、
 
 

固
定
資
産
税
の
割
合
が
小
さ
く
な
っ
て
い
 
 

る
。
 
 
 

熊
野
町
に
お
け
る
地
方
債
（
町
債
）
の
発
 
 

行
は
、
小
学
校
、
中
学
校
の
建
物
等
を
中
 
 

心
と
し
た
義
務
教
育
施
設
の
費
用
や
そ
の
 
 

他
の
一
般
単
独
事
業
等
の
費
用
に
あ
て
る
 
 

た
め
に
、
行
な
わ
れ
て
い
る
。
地
方
債
の
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第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 
 35  40  45  50   

昭和i  l  ；  1年度1  
40  45  58  55 0  

図6－1－15 熊野町の人口と税収の5  

年ごとの伸び率 前図と  
同じ  

E三千こ35  40  45  50  55年  

園6114 熊野町の人口と町税の  
概 推移 市町村財政  
国勢調査  

況
 
 

細
分
さ
れ
る
。
個
人
分
は
均
等
割
と
所
得
割
に
、
所
得
割
は
さ
ら
に
給
与
所
 
 

得
者
と
営
業
所
得
老
と
に
、
分
け
ら
れ
る
。
法
人
割
は
、
同
じ
く
均
等
割
と
 
 

法
人
税
割
と
に
細
分
さ
れ
、
法
人
の
均
等
割
は
何
段
階
か
瞥
フ
ソ
ク
付
け
さ
 
 

れ
て
い
る
。
 
 
 

熊
野
町
に
お
け
る
町
民
税
は
、
昭
和
五
十
年
度
ま
で
年
々
そ
の
町
税
中
に
 
 

占
め
る
比
重
を
増
大
さ
せ
、
六
割
程
度
（
五
八
・
七
％
）
に
達
し
て
お
り
、
そ
 
 

の
後
は
や
や
伸
び
が
に
ぷ
っ
て
き
た
感
が
あ
る
。
町
民
税
の
ほ
ぼ
九
割
は
、
 
 

個
人
・
所
得
割
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
大
部
分
は
給
与
所
得
者
 
 

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
給
与
所
得
者
の
納
入
す
る
町
民
税
 
 

昭和30／25 35／30 4D／35 45／40 50／45 55／50  
年庭  

園6－1－16 熊野町の税収入の伸び率  

は
、
昭
和
四
十
年
代
以
降
 
 
 

町
民
税
の
六
～
七
割
を
占
 
 

め
て
お
り
、
営
業
所
得
者
 
 

の
納
税
額
の
比
重
は
減
少
 
 

の
傾
向
を
示
し
て
い
る
 
 
 

（
昭
和
四
十
三
年
度
の
町
民
 
 
 

税
中
に
占
め
る
営
業
所
得
分
 
 

は
二
三
・
五
％
、
同
五
十
五
 
 
 

年
度
七
二
二
％
で
、
こ
の
間
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表6－1－6 熊野町における町民税の内訳  

昭和43年度  46  49  51  54  55   

町民税総筋  22，847  67，753  164，323  224，604  393006  460408   （100．0）  （100．0）  （100．0）  （100．0）  （10ら．0）  （10ら．0）   
個  人   62，478  147，836  206，590  364，875  420208  

（92．2）  （90．0）  （92．0）  （92．9）  （91．3）   

均 等 割  1，135  1，171  4，157  4664  6 761  
（1．7）  （0．7）  （1．9）  （i．2）  （1．5）   

所 得 割  61，343  146，665  202，433  360，211  413 447  
（90．5）  （89．3）  （90，1）  （91．7）  （8ら，8）   

13，400                                                                                （…冨芸芸冨；   41，031  115，176  157，015  269，866  340，080   5，376  12，161  15，645  18，493  32，966  33，681   
法  人  5，275  16，487  18，014  28，131  40200  

（7．8）  （10，0）  （8．0）  （7．1）  （畠．7）   

均 等 割  158   292   847  1673  1，760  
（0．2）  （0．2）  （0．4）  （♭，4）  （0，4）   

法 人 税 割  5，117  16，195  17，167  26，458  38440  
（7．6）  （9．9）  （7．6）  （6．7）  （占．3）   

第
六
章
 
現
 
 
 
代
 
 
 

2∃不二46  49  51 54  55年壱  

図6－11】7 熊野町の町民税  
昭和43  46  月9  51 54  55年度  

図6－1一丁8 熊野町における町民税  
（個人・所得割）と固  

定資産税 刷町民税、  
（B）固定資産税  
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－
1
－
7
）
。
町
吏
員
の
給
与
費
、
小
中
学
校
の
建
設
、
農
業
振
興
事
業
、
道
路
建
設
な
ど
の
諸
事
業
な
ど
が
そ
の
主
な
内
容
と
な
っ
 
 

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 
 

第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 

ほ
ぼ
一
貫
し
て
減
少
）
。
課
税
単
位
当
た
り
の
納
税
頒
は
、
い
ず
れ
の
課
税
対
象
に
つ
い
て
も
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
影
響
を
示
し
て
い
 
 

る
が
（
と
く
に
法
人
税
割
と
固
定
資
産
税
）
、
個
人
の
所
得
割
わ
け
て
も
給
与
所
得
者
の
納
税
額
は
若
干
の
伸
び
率
の
停
滞
が
み
ら
れ
る
 
 

の
み
で
、
き
わ
め
て
堅
実
な
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
（
園
6
1
－
鱒
参
照
）
。
 
 

歳
出
の
概
要
 
 

歳
出
ほ
目
的
別
分
析
と
性
質
的
分
頸
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
的
別
に
み
る
と
、
戦
後
い
ず
れ
の
 
 

時
期
に
お
い
て
も
、
総
務
費
、
教
育
費
、
農
林
水
産
業
費
、
土
木
費
な
ど
の
支
出
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
（
麦
6
 
 

昭和46   49   51  54   55年度  

所得割のうち、団は給与所得分を、囚は同音某所得到也を示す。  

図6－119 熊野町の町民税の構成比  

図6－1－20 熊野町における納税者（法人）当たり  

の納税宅百（町民税・固定資産税）市町  

村税の概要、住民基本台帳より作成  
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表6－1－7 熊野町の戦後財政支出（目的別）の推移  

昭和21 年度  25  30  35  40  45  50  55   

読会費＊1  1．8  281  516  1，112  4，019  10，312  31，935  60，168  総務費＊2  64．4  3，783  6，953  9，051  25，763  46，234  238，752  273，533  消防費＊3  1．7  2，155  366  717  1，965  4，055  70，288  181，927  小計  68．1  6，219  7，835  10，880  31，747  60 601  340 975  515628   （58．2）  （23・4）  （24．0）  （27．4）  （34．6）  （1左．2）  （2左．8）  （1左．9）   
3，009  6，089  1，028  1，857  18，905  167，043  346，722   

民生費＊4  6．8                衛生費＊5   375  108  478  2，275  28，394  56，119  379，021  教育費  14．9  3，642  7，921  10，136  21，186  169，651  399，932  1，324，877  小計  21．7  7，026  14，118  11，642  25，318  216950  623094  2050 620   （18．5）  （26．4）  （43．3）  （29．3）  （27．6）  （5ら．8）  （4己．3）  （5ら．1）   
労働費  20  13  
農林水＊6  
産業費  0．1  
商工費  828  

土木費  8．0  
災薯複  
旧費  8，196  

小計  8．2   

11，312   
1，383  3949  18518  62272  283846  公債費  6．6  220               （5．6）  （0．8）  （4．2）   （左．3）  （左．3）  （左．5）  （昌．2）   

その他＊7  12．2 （10．4）  1，794 （6．8）  929 （2．9）  10，450 （26．3）  
合計  117．0  26，576  32，578  39，690  91，659  427，305  1，376329  3470916   （100．0）  （100．0）  （100．0）  （10D．0）  （100．0）  （100．0）  （10ら．0）  （10ら，0）   

第
六
章
 
現
 
 
 
代
 
 
 

注 昭和30年産まで予算額、昭和35年度以降決算乳ただし、切り捨のため合計は   

必ずしも一致せず  
＊ユ 昭和21年度、30年度は会議費、＊2 昭和21、25、30年度は役場賛、35年虔役  

所役場費、＊3 昭和21年度警防費、昭和25年虔警察消防費、＊4 昭和25，30，  

35年度社会及労働施設費、＊5 昭和21年産額生費と厚生費の合計、昭和25，30，  

35年度保健衛生費、＊6 昭和21，25年度勧業費、昭和30，35年度産業経済費、  

＊7 地方振興費、補助費、諸費、青年学校組合負担金、予備費（以上昭和21年  

度）、昭和25年度以降財産費、選挙賓、統計調査費、諸支出金、その他を含む  
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占
め
る
比
重
が
非
常
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
扶
助
費
や
補
助
費
の
増
加
傾
向
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
 
 
 

人
件
費
の
歳
出
に
占
め
る
割
合
は
、
昭
和
四
十
年
代
以
降
低
落
の
慣
向
に
あ
る
（
黄
6
－
1
1
9
、
図
6
－
1
1
2
3
）
。
そ
の
内
訳
を
 
 

み
れ
ば
、
人
件
費
総
額
の
お
よ
そ
三
分
の
二
が
職
員
の
給
与
（
職
員
給
）
で
あ
り
、
約
五
分
の
一
が
議
員
や
特
別
職
の
報
酬
お
よ
び
給
 
 

与
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
負
担
金
、
退
職
金
等
が
数
考
つ
つ
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
 
 
 

讐
。
こ
れ
ら
の
費
用
 
 

こ
の
人
件
費
と
、
扶
助
費
（
生
活
保
護
や
福
祉
関
係
）
、
公
債
費
等
の
合
計
を
義
務
的
経
費
と
い
う
（
図
6
－
1
－
 
 

は
、
そ
の
支
出
が
法
律
等
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
任
意
に
増
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
硬
直
的
 
 

な
経
費
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
経
費
が
増
大
し
、
歳
出
に
占
め
る
割
合
が
大
き
く
な
る
と
財
政
構
造
の
弾
力
性
が
失
な
わ
れ
、
い
わ
ゆ
 
 

る
財
政
の
健
全
化
に
逆
行
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
熊
野
町
に
お
け
る
義
務
的
経
費
の
歳
出
中
に
占
め
る
割
合
は
三
～
四
割
程
度
で
あ
 
 

第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 

昭和3ロ／2535／3D40／3545／40叫4555／5腫庭   

園6－1－2】熊野町の財政支出の伸び率  

（5年ごとの伸び）   

歳
出
の
性
質
別
概
要
は
、
消
費
的
経
費
と
投
資
的
経
費
、
公
債
 
 

費
、
そ
の
他
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
（
表
6
－
1
－
 
 

8
、
回
6
1
2
2
）
。
消
費
的
経
費
に
は
人
件
費
、
物
件
費
、
維
持
 
 

補
修
費
、
扶
助
費
、
補
助
費
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
経
費
支
出
の
 
 

効
果
は
そ
の
年
度
限
り
で
消
滅
し
て
し
ま
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
 
 

投
資
的
経
費
に
は
普
通
建
設
事
業
費
、
災
害
復
旧
事
業
費
、
失
業
 
 

対
策
事
業
費
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
経
費
の
支
出
は
建
設
事
業
が
中
 
 

心
で
あ
り
、
そ
の
効
果
が
後
年
度
ま
で
継
続
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
 
 

が
あ
る
。
公
債
費
ほ
町
俵
（
借
金
）
の
返
済
と
利
払
い
で
あ
る
。
四
 
 

十
年
代
以
降
、
普
通
建
設
事
業
費
を
中
心
と
し
た
投
資
的
経
費
の
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表6－1－8 熊野町の歳出（性質別）  

昭和31年度  35  40  45  50  55   
8，700  11，139  30，850  78，393  286，333  525，597  4 
，522  7，423  17，756  34，059  114，785  316，607   

993  3，340  5，614  6，339  16，490  49，515  

443  
＊ 3，479  ）3，083  

7，884   

17，694  24，985  62，547  138，369  620，315  1，536，901   
（57．9）  （62，8）  （68．3）  （32．4）  （45．1）  （44．2）   

2，747   384  8，196  2，752  4，291  43，712   

10，471  6，436  23，563  241，317  612989  1555 208   
（34．3）  （16．2）  （25．7）  （56．4）  （4左．5）  （4左．8）   7，724  6，052  15，367  238，565  608，698  1，511，496  
2，019 （6，6）  2，974  3，949  18，518  62，254  283795   （7．5）  （4．3）  （4．3）  （4．5）  （畠．2）   
351  5，295  1，600  29，101  80771  95012  （1．1）  （13，4）  （1．8）  （6．8）  （己．8）  （主．8）   

30，535 （100．0）  39，690 （100．0）  91，659 （100．0）  1427，305 （100．0）  1，376，329 （100．0）  3，470，916 （100．0）   

第
六
華
 
現
 
 
 
代
 
 
 

人  件  費  
物  件  費  
維持補修費  
扶  助  費  

補  助  費  

小  計  

普通建設事業費  
災害復旧事業費  
失業対策事業費  

小  計  

公  債  費  

そ  の  他  

合  計  

＊その他（昭和31年度）  

決算見込および決算拓  

昭和31 35  4〕 45  50  5三年三  

国6－1－22 熊野町の歳出構成（性質別）  

昭和31～55年度  
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表6－l－9 熊野町における人件費の内訳  

（千円）  

第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 

昭和35年度 40  

23，489  
（8．2）   

12，518  
（4．4）   

18，903  
（6．6）   

196，176  
（68．5）   

120，090  
（41．9）   

17，796  
（6．2）   

15，883  
（5．5）  

42，657  
（8．1）   

31，448  
（6．0）   

26，070  
（5，0）   

342，893  
（65．2）   

226，221  
（43，0）   

46，030  
（8．8）   

31，904  
（6．0）  

議 員 報 酬 手 当  

委 員 等 報 酬  

町長等特別職の給与  

職  員  礼．  

基  本  給  

地方公務員共済組合負担金  

退  職  金  

恩給 及 び退職年金  

災 害 補 償 費  

職 員 互 助会補助金  

そ  の  他  

1，012  
（9．1）  

1，374  
（12．3）   

7，242  
（65．0）   

5，417  
（48．6）  

430  
（3．9）  

301  
（2．7）  

575  
（5．2）  

4，469  
（14．5）  

2，691  
（8．7）   

19，696  
（63．8）   

12，740  
（41．3）   

1，778  
（5．8）   

1，363  
（4．4）  

11，139  
（100．0）  

30，850  
（100．0）  

78，393  
（100．0）  

286，333  
（100．0）  

525，597  
（100．0〕  

市町村財政概況より作成  
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係
、
前
年
度
と
の
収
支
関
係
、
積
立
金
、
繰
上
償
還
金
、
積
立
金
の
と
り
く
ず
し
な
ど
を
考
慮
し
て
、
当
該
年
度
の
実
質
的
な
収
支
 
 
 

り
、
比
枚
的
弾
力
性
が
た
も
た
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

普
通
建
設
事
業
費
ほ
、
教
育
関
係
、
土
木
関
係
、
農
林
水
産
関
係
の
建
設
を
中
心
と
し
た
諸
事
業
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
費
用
で
 
 

あ
る
（
表
6
－
1
－
1
0
・
1
1
）
。
国
か
ら
の
補
助
事
業
や
町
の
単
独
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
財
源
的
に
は
、
町
税
お
よ
び
地
方
交
 
 

付
税
尊
か
ら
な
る
一
般
財
源
と
地
方
債
が
七
～
八
割
を
占
め
、
国
や
県
か
ら
の
財
源
の
手
当
は
決
し
て
大
き
く
な
い
。
 
 

歳出総訊こしめる割合（％）  

33．7  

・′●＼r・、  

財
政
収
支
 
 

第
六
筆
 
硯
 
 

歳
入
と
歳
出
の
差
引
、
す
な
わ
ち
収
支
は
財
政
状
況
を
把
握
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
最
も
単
純
に
は
歳
入
 
 

と
歳
出
を
差
引
き
し
て
み
る
が
（
衰
6
－
1
1
2
の
附
）
、
よ
り
実
質
的
な
収
支
の
実
態
を
み
る
た
め
に
は
繰
越
し
関
 
 

E開口35  40  45  50  55年度   

図6－1－23 熊野町における人件費   

昭和31 35  4D  45  50  55年度   

図6－l－24 熊野町における義務的経費  

市町村財政概況より作成  
注 義務的経費とは、人件費、扶助費、公債  

費の合計。ただし、昭和31年度は扶助費  

は分頸不能のため含まれず、昭和35年虔  

は扶助費と補助費の合計額を算入  
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表6－1一丁O 熊野町における普通建設事業費の目的別内訳  

（千円）  

昭和45年度  50  1  55  
第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 

ふ
ノ
 
 
 

保
ご
案
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
n
ノ
 
 

産
 
橋
 
 

会
務
生
 
生
 
倒
 
木
路
防
育
 
 

ち
 
ち
 
水
 
道
 
 

占
ノ
 
ら
ノ
 
 

ち
 
 

林
 
う
 
 

議
総
民
 
宿
 
労
農
土
 
消
教
 
 

費
翼
賛
育
費
み
費
費
費
費
費
肇
較
校
 
 

3
1
1
6
6
 
 

6
0
（
U
 
O
 
O
 
 

（
U
 
O
 
O
 
O
 
O
 
 

5
1
只
U
9
9
 
 

1
7
5
6
6
 
 

1
2
6
6
5
 
 

0
1
0
0
0
 
 

（
U
5
5
1
2
 
 

0
1
1
7
4
 
 

0
（
八
）
4
4
0
 
 

2
史
）
O
U
 
q
）
穴
U
 
 

38，  

16，500（6．9）  
16，500（6．9）  

36，536（15．3）  
51，753（21．7）  
51，473（21．6）  

133，776（56．1）  
117，082（49．1）  

1
0
7
3
6
7
4
 
 

9
5
4
4
2
5
2
 
 

2
5
3
3
6
1
4
 
1
1
1
（
6
（
6
 
 

195，106   
234，467   
203，009   
50，877  
1，000，760   
22，839   
970，530  

斯565（100・0）l608，69的00・0）l，511，496（100・0）  

表6－1－11熊野町における普通建設事業の財源別・性質別内訳  

1抑35年皮】40145  50  55   
107，322  247，137   
（17．6）  （16．4）   
32，427  42，258   
（5．3）   （2．8）   
5，174  10，511   
（0．9）   （0．7）   
135，800  404，500   
（22．3）  （26．8）   

327，975  807，090   
（53．9）  （53．4）   

291，261  850，758   
（47．8）  （56．3）   
314，488  648，836   
（51．7）  （42．9）   

2，949  11，902   
（0．5）  （0．8）   

（100．0）  （100．0）   608，698  1，511，496  

（財源別内訳）   

21，710  
（9．1）   
7，237  
（3．0）  

12，665  
（5．3）  
62，100  
（26．0）   

134，853  
（56．5）  

国  庫  支  出  金   

県   支   出   金  

分担金・負担金・寄付金  

地  方  債  
そ の 他 特 定 財 源  
一  般  財  源  

（性質別内訳）  

補 助 事 業 費  3，625  
（23．6）  

11，742  
（76．4）  

113，228  
（47．5）  

122，385  
（51．3）  

ク，952  

（1．2）  

単  独  事  業 

県 営 事 業 負 担 金  

同級他団体施行事業負担金  

15，367  
（100．0）  

238，565  
（100．0）  

A  計  

市町村財政概況より作成  
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（a）歳出総毛動こしめる普通建設事業費の割合  

・－－・・＼・－・  

熊野町にわける普通建設事業費（c）  

（軌拘別内訳）  

（％）  

第
六
章
 
現
 
 

（b）普通建設事業費の性質別内訳   

代
 
 

昭和 45  50  55年度   

熊野町にわける普通建設事業費（d）  

（財源別内訳）  

（％）  

昭和35  40  45  50  55年唐  

図6－1－25 熊野町における普通建  
設事業費の割合と性質  
別内訳   

9」    17．6    16．4  国庫  

26，0  
2Z．3    26．8  一地方  

56．5           ←校     53．9    53．4  

支
山
山
金
 
 

支
 
 

地
金
 
 

を
判
断
す
る
（
S
）
。
財
政
赤
字
は
、
単
な
る
歳
入
と
歳
出
の
差
引
額
 
 
 

に
現
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、
実
質
単
年
度
収
支
に
は
示
さ
れ
る
こ
 
 
 

と
も
あ
る
。
ま
た
、
赤
字
は
収
支
の
形
で
は
示
さ
れ
な
い
場
合
で
 
 

い
ん
べ
い
 
 
 

も
、
起
債
と
か
各
種
公
共
料
金
等
の
引
き
上
げ
の
形
で
隠
蔽
さ
れ
 
 
 

る
こ
と
も
あ
る
。
熊
野
町
の
財
政
収
支
の
、
昭
和
三
十
年
度
以
降
 
 
 

に
つ
い
て
は
、
実
質
収
支
で
の
赤
字
は
昭
和
三
十
一
年
度
を
除
い
 
 
 

て
は
な
い
が
、
実
質
単
年
度
収
支
の
赤
字
ほ
数
回
を
数
え
て
い
る
。
 
 
 

最
後
に
、
熊
野
町
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
の
状
況
に
 
 

つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
み
て
お
こ
う
（
蓑
6
－
1
－
1
3
）
。
歳
入
歳
出
 
 

昭利45  50  55年度   

回6－1－26 熊野町における普通建設事  
業費の目的別・財源別内訳  

差
引
額
が
赤
字
と
な
っ
た
年
は
わ
ず
 
 

か
で
あ
る
が
、
再
差
引
収
支
優
に
お
 
 

い
て
昭
和
五
十
五
年
虔
に
は
赤
字
が
 
 

み
ら
れ
る
。
最
近
に
お
け
る
国
民
健
 
 

康
保
険
会
計
の
状
況
は
全
国
的
に
ほ
 
 

か
な
り
厳
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
 
 

わ
れ
て
い
る
が
、
前
途
に
楽
観
は
許
 
 

さ
れ
な
い
。
 
 
 

な
お
、
熊
野
町
を
含
む
広
島
市
近
郊
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蓑6－1－12 熊野町の決算状況の推移（総括蓑）  

（千円）  

憬霊23l25≒3135l40145l50  
歳 入 総 額伍）  

歳 出 應∵額（功  

歳入歳出差引額  
（A－8） （C）  
翌年度へ繰越す  
べき財源  の）  
実質収支（C‾D）  

㈱  
単年度収支椚  

税 立 金㈲  

繰上償還金細  
積立金とりくず  
し妖  （Ⅰ）  

実質単年度収支  
（左！9＋）（J）  

1，455，018   

1，376，329  

78，689  

7，049  

71，640  

4，136  

58，219  

3，671，346   

3，470，916  

200，430   

200，430  

▲195，181   

15，162  

109，300  

決算および決算見入額  

表6－1－13 熊野町における国民健康保険事業会計の決算状況  

（千円）  

桓和35年度l40  45 1 50  55   

歳  入  総  額 A  

歳  出  総  額 B  

歳入歳出差引彷（A－B）C  

療養給付費国庫負担金  
＊1F  

実質収支（C＋F）  G  

他会計 繰 入 金＊2Ⅰ  

財源補てん的な繰入金 J  

再差引収支額ほ了Ⅰ）Ⅹ  

608，979   

577，941   

31，038   

1，087  

32，125   

45，000  

99，642  

88，275   

11，367   

▲1，651  

11，367   3，500  

297，960   

271，260  

26，700   

▲2，158   

24，542  

▲12，875  

＊1療養給付費国庫負担金および事務費精算額、昭和45年の▲1，651ほ計算が合わ  

ない ＊2 財源補てん的な他会計繰入金  

市町村財政概況より作成  
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決
算
状
況
総
括
表
 
決
算
状
況
総
括
表
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
熊
野
町
に
お
い
て
は
、
戦
後
、
歳
入
歳
出
差
引
額
の
赤
字
 
 
 

と
財
政
諸
指
標
 
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
翌
年
度
へ
繰
越
す
べ
き
財
源
を
考
慮
に
入
れ
た
実
質
収
支
、
な
い
し
は
単
年
度
 
 

収
支
実
質
単
年
度
収
支
に
お
い
て
は
、
赤
字
が
記
録
さ
れ
て
い
る
年
度
も
あ
る
。
昭
和
二
十
七
年
度
、
三
十
四
年
度
、
三
十
八
年
 
 

度
、
四
十
一
年
度
、
四
十
二
年
度
、
四
十
七
年
度
、
五
十
二
年
度
、
五
十
五
年
庶
な
ど
で
あ
る
。
 
 
 

の
町
村
財
政
の
概
要
と
比
較
に
つ
い
て
は
、
『
広
島
新
史
』
財
政
編
第
Ⅶ
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

第
六
章
 
現
 
 
 
代
 
 

3
 
熊
野
町
に
お
け
る
戦
後
財
政
の
諸
指
標
 
 

郡［35   40   45   50   55年度  

図6－1－27 熊野町における国民健  

康保険事業会計（歳  

入t歳出）市町村財政  

概況より作成   

倍  

ヽ ＼ 
㌃＼コ  

l．74   
一一一一－←－－－－一－一一－－→  

←一 r．0】 l・59 】・38   l・■8  

∴□  

耶［40  45  5q  5沖烹  

35  40  Å5  50  

図6－1→28 熊野町における国民健  
康保険事業会計の5年  

ごとの伸び率前と同じ  
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蓑6－1－14 熊野町の決算状況総括表（昭和23～28年度）  

（千円）  

昭和23年度  25  26  27  28   

歳  入  総  彷 A  10，107  24，220  28，834  25，343  23，618   

歳  出  総  額 B  9，287  23，497  27，996  25，343  21，936   

歳入歳出差引額（A－B）C  820   723   838  0  

実質収支E  
単年度収支F  （115）    （▲838）   

実質単年度収支 J  （115）  （▲838）  （1，682）   

第
一
節
 
行
 
財
 
政
 
 
 

予算台帳および歳入出現況表、（）内筆者追加  

昭和31 年度  32  33  34  35  36  37  38   

歳 入 総 額 A  30，009  35，363  33，392  43，357  40，561  52，960  72，805  86，208   

歳 出 総 額 B  30，535  35，152  29，137  43，357  

歳入歳聖㌘欝c  ▲526  211  4，255  0  

実 質 収 支 E  ▲526  211  4，255  0  

単年度収支 F  ▲4，255   

実質単年度収支 J  （737）  （4，044）  （▲4，255）  871  558  14，241  ▲9，724   

市町村財政概況、（）内筆者追加   

財
政
の
諾
状
況
を
診
断
す
る
た
め
の
諸
指
標
ほ
、
財
 
 

政
の
収
支
状
況
の
他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
 
 

る
。
標
準
財
政
規
模
、
積
立
金
現
在
高
、
地
方
債
租
在
 
 

高
、
債
務
負
担
行
為
、
経
常
収
支
比
率
、
実
質
収
支
比
 
 

率
、
公
債
費
比
率
、
財
政
力
指
数
な
ど
が
、
主
要
な
も
 
 

の
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

標
準
財
政
規
模
と
は
、
法
定
普
通
税
の
算
定
値
で
あ
 
 

り
、
基
準
財
政
収
入
額
の
七
五
分
の
一
〇
〇
・
プ
ラ
 
 

ス
・
普
通
交
付
税
額
。
も
っ
と
も
各
種
の
譲
与
税
が
勘
 
 

案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
熊
野
町
に
限
っ
て
 
 

は
、
そ
れ
ら
は
歳
入
総
額
の
た
か
だ
か
一
～
二
％
に
と
 
 

ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
一
応
無
視
し
た
と
し
て
も
大
差
 
 

な
い
と
い
え
よ
う
。
図
6
－
1
3
0
で
は
、
こ
の
標
準
 
 

財
政
規
模
（
算
定
値
）
と
実
際
の
収
入
額
で
あ
る
一
般
財
 
 

源
と
の
比
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

債
務
負
担
行
為
と
は
、
町
長
（
首
長
）
に
与
え
ら
れ
た
 
 

債
務
負
担
の
権
能
と
債
務
負
担
に
と
も
な
う
経
費
支
出
 
 

の
権
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
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図6－1－29 熊野町の財政収支 市町村財政概況より作成  

財
源
の
状
況
等
に
よ
っ
て
事
業
の
実
施
を
よ
り
弾
力
的
に
行
な
う
こ
と
が
 
 

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
町
長
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
予
算
に
直
接
制
約
き
 
 

れ
ず
、
債
務
の
履
行
の
責
任
を
負
う
と
と
も
に
、
あ
る
程
度
の
経
費
の
支
 
 

出
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

経
常
収
支
比
率
は
、
人
件
費
、
扶
助
費
、
公
債
如
等
の
義
務
的
経
費
 
 

に
、
一
般
財
源
す
な
わ
ち
地
方
税
（
町
税
）
、
地
方
交
付
税
、
地
方
譲
与
税
 
 

の
経
常
的
収
入
が
ど
の
程
度
支
出
さ
れ
て
い
る
か
、
つ
ま
り
経
常
経
費
充
 
 

当
の
一
般
財
源
額
を
経
常
一
般
財
源
額
で
険
し
た
も
の
で
表
示
さ
れ
る
。
 
 

財
政
構
造
の
弾
力
性
が
こ
れ
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
。
通
常
は
こ
の
値
が
 
 

七
〇
～
八
〇
％
程
度
と
さ
れ
て
い
る
が
、
熊
野
町
の
ば
あ
い
は
こ
れ
よ
り
 
 

も
よ
り
弾
力
的
で
大
体
五
〇
～
六
〇
％
程
度
で
推
移
し
て
い
る
（
囲
6
－
1
 
 

－
 
3
1
）
。
 
 
 

実
質
収
支
比
率
は
、
決
算
状
況
総
括
表
で
示
さ
れ
た
実
質
収
支
額
（
E
）
 
 

を
標
準
財
政
規
模
（
前
述
）
で
険
し
た
も
の
で
あ
る
。
財
政
運
営
は
、
赤
字
 
 

続
き
で
も
ま
た
逆
に
大
幅
な
黒
字
続
き
で
あ
っ
て
も
問
題
が
残
る
。
通
常
 
 

こ
の
値
は
三
～
五
％
程
度
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
鮨
野
町
の
ば
 
 

あ
い
に
は
か
な
り
高
い
。
こ
の
値
が
赤
字
（
マ
イ
ナ
ス
）
で
二
〇
％
を
超
え
 
 

る
と
、
市
町
村
の
ば
あ
い
に
は
、
建
設
事
業
の
た
め
の
起
債
が
制
限
さ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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表6－ト16 熊野町の財政諸指標（昭和40～55年度）  

（千円、％）  

2…斉コ40早便  四  42  田  田  45  田  田  く5    ヱ9   

才貢準男ナ筑豊1美代  65．1C7  76．5く2  軋13〕  ほ：。752  15；J445  275．2ヨ  31ⅠノZ3  377．J5〕  5ヨ2．ロニ3  7≡ニ。空2日   

積立全現在享  1．〔〕〕  11ノC5看  3．C：〕  8．ほ；  軋627  13ぷ2  14．33づ  4石．213  鋸一ウニ4  1ユ∴ろフく   

た方璃現を言  3〕．〕∋〕  

倦〒こ負子三三千早  く」C∃2  
誓諸県支比亭  5Ⅰ．B  41．8  533  5∋石  52．8  5ち．2   

18，8   

公債葺 比左  3．1  2．2    5．0  5．3  5．8  9．0  1：〕  8．ま  5－5   
声ナ法力詣；t  C－33  0．34  C．34  0．3く  0．31  C．28  C．2ウ  C．32  C．〕く  ［．3く  

第
六
章
 
現
 
 
 
代
 
 

岩書手二5：羊雪  田  田  田  田  

そ票学風そ説三ミ！真打  8ラヨ．671  1．〔〕ヨ∴73  1」22∋．4録  三．キミ2ノ2；∋  1．∈∋3－112  2．コ2ヨJ5三ら   

績立会現を讃  17〇J276  ほ：。∋70  3＝つ∫43；  2∋ち．さ5う  214．己31  23う．9て5   

地方鯖現左牒  5Sつ．；〕5  82〕．2ヰ7  1－13コ′6〕7  1．4弘．877  三．515。179  こ．751－5つ7   

佑孝吉負子旦行為  46ノ7ニ7  315′746  45．4ご2  42．735  15．147  26．72Z   

経常収支！ヒ享  ≡る5  ∵／  61．ウ  e2．0  61－5  55．6   

実副え支比享E川  S－C  2〇．8  6．7  1く．l  23．く  9．9   

公債買比率  6．5  7．C  6．2  g．C  80  6－6   
目チ致 力藷㌫  C．35  C，34  亡ぷ  C．∃5  ［．35  0．35   

記号（E、Ⅹ）についてほ決算状況総括表を参照  

市町村財政概況より作成   

公
債
費
比
率
は
、
公
債
の
償
還
額
で
 
 

あ
る
公
債
費
が
一
般
財
源
に
占
め
る
割
 
 

合
で
あ
る
。
一
〇
％
以
下
が
望
ま
し
い
 
 

と
さ
れ
て
い
る
が
、
熊
野
町
で
は
こ
の
 
 

範
閉
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
 
 
 

財
政
力
指
数
ほ
、
基
準
財
政
収
入
額
 
 

を
基
準
財
政
需
要
額
で
険
し
た
も
の
の
 
 

過
去
三
年
間
の
平
均
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
 
 

れ
の
自
治
体
の
財
政
力
を
示
す
も
の
と
 
 

さ
れ
て
い
る
が
、
一
に
近
い
ほ
ど
財
政
 
 

力
が
強
く
、
そ
れ
を
超
過
す
る
と
収
入
 
 

に
余
裕
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

熊
野
町
の
場
合
は
〇
二
二
～
〇
・
四
の
 
 

当
り
に
あ
る
。
収
入
の
不
足
分
を
地
方
 
 

交
付
税
に
よ
っ
て
調
整
す
る
と
い
う
建
 
 

前
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
、
財
政
力
指
数
が
仮
り
に
一
で
あ
っ
 
 

て
も
、
実
際
の
財
政
状
況
が
収
支
均
衡
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図6－1－30 熊野町における標準財政規模・地方債現在高・積立金現在高  

昭和4D  45  50  55年度  

図6－1－3】熊野町の財政諸指標（昭和40～55年度） 市町村財政概況より作成  
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表6－1－17 熊野町における町民税および固定資産税の納税義務者  

昭和43年虔  46  49  51  54  55   

町民税 個均等割   3，548  5，161  5，949  5，844  6，475  6，691  人  所 得 割  2，676  4，391  5，837  6，163  7，177  7，392   （…冨孟宗芸三  （1，946）  （3，747）  （5，134）  （5，505）  （6，336）  （6，499）    （533）  （449）  （461）  （454）  （570）  （634）   
147   

人  法人税割   法  均 等 割   29   53   103   124   150  146   

固定資産税   2，665  3，676  4，19（5  7，629  6，740  7，023   
口   11，149  16，054   21，112  23，510  24，042   

世  人             19，354             帯   2，721  4，253  5，432  5，857  6，695  6，923   

第
六
章
 
現
 
 
 
代
 
 

市町村税の概要、住民基本台帳より作成  

す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
算
定
値
で
あ
る
こ
と
に
 
 

留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

熊
野
町
へ
の
人
口
の
急
激
な
流
入
ほ
、
当
 
 
納
税
者
数
の
変
化
 
 

然
、
納
税
者
数
の
増
加
を
意
味
す
る
。
す
で
 
 

に
述
べ
た
熊
野
町
に
お
け
る
戦
後
財
政
の
概
要
（
項
2
参
照
）
で
も
ふ
 
 

れ
ら
れ
た
町
税
額
の
内
訳
と
推
移
を
補
う
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
 
 

納
税
義
務
者
数
の
推
移
を
検
討
し
て
お
こ
う
（
哀
6
－
1
－
1
7
）
。
 
 
 

町
民
税
の
個
人
分
（
均
等
割
・
所
得
別
）
 
の
納
税
者
数
は
、
石
油
シ
 
 

ョ
ッ
ク
の
前
と
後
と
で
は
そ
の
内
訳
教
が
逆
転
し
て
い
る
。
均
等
割
 
 

を
払
わ
な
い
人
で
も
所
得
割
を
払
っ
て
い
る
勘
定
に
な
る
が
、
そ
の
 
 

理
由
ほ
筆
者
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
給
与
所
得
者
の
占
め
る
割
合
 
 

は
全
納
税
義
務
者
の
八
～
九
割
に
遵
L
て
い
る
。
ま
た
、
町
人
口
に
 
 

し
め
る
給
与
所
得
者
（
納
税
義
務
者
）
の
割
合
は
、
年
々
増
加
し
て
お
 
 

り
、
昭
和
四
十
三
年
の
一
七
・
五
％
か
ら
、
昭
和
五
十
五
年
は
二
 
 

七
・
〇
％
に
達
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
近
で
は
五
・
七
人
か
ら
 
 

三
・
七
人
に
一
人
の
割
合
で
給
与
所
得
の
納
税
者
数
が
増
大
し
て
い
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
 
 

熊
野
町
に
お
け
る
固
定
資
産
税
は
、
そ
の
大
部
分
が
家
屋
に
対
し
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］ヨ和43  46 19  51 54  55年三  

鼠6－1－33 熊野町の納税義務者（個  

人所得割）にしめる給与  

所得者等の割合（％）市町  

村税の概要より作成  

昭和43 46 49 51 54  56年度  

図6－∴トー32 熊野町の納税義務者  

昭和43 46 49 51 54 55年  

図6－1－34 熊野町人口と納税義務  

者（給与所得者） 市  

町村税の概要、住民基  

本台帳より作成   

昭和43  月6  4g  51  54  55年  

図6－1－35 熊野町の世帯数と国定  

資産税の納税義務者  
市町村税の概要、住民  

基本台帳より作成  
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現
代
 
 

て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
、
土
地
や
償
却
資
産
へ
の
課
税
が
加
わ
る
。
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
前
後
の
警
 
 

を
除
け
ば
、
熊
野
町
内
の
世
帯
警
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
数
と
は
近
年
ほ
ぼ
平
行
し
て
い
る
と
み
な
し
て
も
よ
い
の
で
は
あ
 
 

る
ま
い
か
（
囲
6
1
－
3
5
参
照
）
。
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